
記

１ 計画別の流用を必要とする地方公共団体等は、流用対象となる地方公共団体等

の同意を得て、別紙様式１による国土交通大臣あての社会資本整備総合交付金計

画別流用申請書（以下「流用申請書」という。）を提出し、承認を受けなければ

ならないものとする。

２ 流用申請書は、地方整備局長等（地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合

事務局長をいう。以下同じ。）に提出するものとする。ただし、都道府県及び指

定市以外の地方公共団体等が施行する事業等にかかるものについては、港湾関係

の事業にかかるものを除き、都道府県知事に提出するものとする。

３ 都道府県及び指定市から計画別流用の申請があったときは、地方整備局長等は、

その理由等を審査し、流用すべきものと認めたときは、都道府県及び指定市から

提出された書類に様式２を添えて国土交通大臣に提出するものとする。

４ 都道府県知事は、第２項の規定により提出を受けた流用申請書について、その

理由等を審査し、流用すべきものと認めた時は、様式３に提出を受けた流用申請

書を添付し、これを地方整備局長等に提出するものとする。地方整備局長等は、

様式３の提出を受けた場合には、提出された書類に様式２を添えてこれを国土交

通大臣に提出するものとする。

５ 流用承認を受けた地方公共団体等は、必要に応じて速やかに交付決定の変更申

請（減額する計画についての交付申請についても同時に申請すること。）の手続

きを行うものとする。

６ 本取扱いによる計画別流用ができるのは、同一の予算項目相互間に限るものと

し、重点計画（別に定める重点配分対象に特化して策定される計画をいう。）か

らそれ以外の計画への配分額の流用については、入札差金が生じた等合理的な理

由があると判断される場合を除き、第１項に基づく国土交通大臣の承認は原則と

して行わないものとする。

７ この通知の規定により提出することとされている申請書等については。社会資

本整備総合交付金システムのマニュアルに基づき、それぞれ電磁的記録をもって

作成し、この通達に規定する手続に従い、電磁的方法により提出するものとする。

８ 交付要綱本編第６第１号イ⑰に規定する地域公共交通再構築事業に係る計画

別流用については、本通知中「地方整備局長等」とあるのは「地方運輸局長等

（地方運輸局長及び沖縄総合事務局長をいう。）」と読み替えるものとする。

附 則

この通達は、平成２２年度予算に係る交付金事業から適用する。

附 則（平成２８年４月１日付け国官会第４２０１号）

１ この通達は、平成２８年４月１日から施行する。



２ 社会資本整備円滑化地籍整備事業に係る計画別流用については、当面の間、本通達

中「地方整備局長等」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。この場

合においては、第３項及び第４項の規定は、適用しない。

附 則（平成２９年３月３１日付け国官会第４３５７号）

１ この通達は、平成２９年４月１日から施行する。

２ 附則（平成２８年４月１日付け国官会第４２０１号）の２の規定の適用については、

平成２８年度予算に係る社会資本整備円滑化地籍整備事業に限る。

附 則（平成３０年３月３０日付け国官会第３４号）

この通知は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、電磁的記録による提出に係

る改正については、平成３０年度予算に係る交付金事業から適用する。

附 則（令和２年１０月１４日付け国官会第１６６０８号）

この通知は、令和２年１０月１５日から施行する。

附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９６０号）

この通知は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和５年９月２２日付け国官会第１６０３１号）

この通知は、令和５年１０月１日から施行する。
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